
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日

参

議

院

環

境

委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
排
出
事
業
者
責
任
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
不
適
正
処
理
の
状
況
を
踏
ま
え
、
今
後
と
も
責
任
の
強
化
・
徹
底
の
観
点
か

ら
適
宜
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。
特
に
、
建
設
系
廃
棄
物
に
係
る
排
出
事
業
者
の
元
請
業
者
へ
の
一
元
化
に
つ
い
て
は
、

都
道
府
県
及
び
関
係
業
界
と
の
連
携
の
下
、
そ
の
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
不
適
正
処
理
の
防
止
に
努
め
る
こ
と
。

二
、
優
良
な
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
の
許
可
の
有
効
期
間
に
係
る
特
例
に
つ
い
て
は
、
許
可
期
間
を
め
ぐ
っ
て
都
道
府
県
、
排

出
事
業
者
及
び
処
理
業
者
の
間
で
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
。
ま
た
、
処
理
業
者
の
優
良
化
が
よ
り
一

層
図
ら
れ
る
よ
う
、
優
良
化
の
認
定
や
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
。

三
、
電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
の
普
及
拡
大
の
た
め
、
特
に
処
理
業
者
の
加
入
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
産
業
廃

棄
物
の
排
出
量
、
受
託
件
数
等
に
応
じ
て
、
一
定
規
模
以
上
の
排
出
事
業
者
や
処
理
業
者
へ
の
義
務
付
け
を
検
討
す
る
こ
と
。

四
、
廃
棄
物
分
野
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
は
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
廃
棄
物
の
焼
却
時
の
サ
ー
マ
ル
リ
サ

イ
ク
ル
を
積
極
的
に
進
め
る
と
と
も
に
、
収
集
運
搬
の
効
率
化
や
バ
イ
オ
マ
ス
の
利
活
用
、
施
設
の
更
新
等
、
廃
棄
物
分
野

に
お
け
る
温
暖
化
対
策
を
総
合
的
に
進
め
る
こ
と
。

五
、
廃
棄
物
の
定
義
、
一
般
廃
棄
物
と
産
業
廃
棄
物
の
区
分
、
拡
大
生
産
者
責
任
の
強
化
等
、
廃
棄
物
処
理
法
に
お
い
て
従
来

よ
り
課
題
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
今
後
と
も
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
廃
棄
物
の
適
正
処
理
の
み
で
は
持
続
可
能
な

循
環
型
社
会
の
実
現
は
困
難
な
こ
と
か
ら
、
総
合
的
な
見
地
か
ら
、
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
関

係
省
庁
一
体
と
な
っ
て
検
討
を
行
う
こ
と
。



六
、
放
射
性
廃
棄
物
に
起
因
す
る
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
汚
染
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
放
射
性
廃
棄
物
が
廃
棄
物
等
の

リ
サ
イ
ク
ル
や
処
分
に
お
い
て
非
意
図
的
に
混
入
し
、
汚
染
が
拡
散
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
対
策
に
努
め
る
こ
と
。

七
、
希
少
な
資
源
の
有
効
利
用
を
図
る
た
め
、
廃
小
型
電
子
・
電
気
機
器
等
か
ら
の
レ
ア
メ
タ
ル
の
効
率
的
な
回
収
に
つ
い
て

検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
資
源
戦
略
の
観
点
か
ら
、
低
未
利
用
の
希
少
資
源
に
係
る
回
収
・
活
用
の
技
術
開
発
に
つ
い
て
積

極
的
に
取
り
組
む
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


